
 

第１号様式（別紙２） 

交付申請額内訳書 
 

区   分 

金 額 (円) 

※消費税抜額 

（端数切り捨て） 

積 算 内 訳 
備 考 

① ＥC モールへの出店経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② EC 店舗ページの作成・改

修に係る経費 

 

 

320,000 

 

・ﾃﾞｻﾞｲﾝ費 

・商品ﾍﾟｰｼﾞ作成 

・写真撮影、加工 

・スマホ対応ﾃﾞｻﾞｲﾝ 

○○株式会社の 

見積を採用予定 

 

③ リスティングやバナー広告

等の EC 広告費 

 

 

210,000 

 

・広告掲載 3 か月 

以下内訳： 

FB 30,000/月×3 

Insta 30,000/月×3 

・広告運用代行費 

5,000/月×6 

○○株式会社の 

見積を採用予定 

 

④ EC 用パッケージデザイン

に係る費用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ マーケティング調査に係る

経費（解析ツールの導入、

テスト商品開発、専門家派

遣等） 

 

50,000 

 

・コンサルティング

費用 

（1 回 1 時間×5 回） 

○○株式会社の 

見積を採用予定 

A 合計（補助対象経費） 580,000   

Ｂ 補助金交付申請額 

【個別補助】 

Ａの 10/10 の額。上限：30 万円。 

 

300,000   

    

※費用の額が分かる見積書（写し可）を併せて提出してください。 

※1件 10万円以上になる場合は２人以上から見積書を取ってください。 

  

記 入 例 

Web広告については、 

1広告をうつ媒体 

2値段 3期間を明記 



様

No.

1

1

1

・写真撮影、加工 1

1

2 3

3

6

3 5 ¥50,000

備考

¥638,000合計

¥50,000

消費税

¥580,000

¥58,000

¥90,00030,000

30,000

5,000

10,000

小計

¥90,000

¥30,000

広告掲載費用（Facebook）配信期間：３か月

広告運用代行費

コンサルティング費用（１回１時間）

広告掲載費用（Instagram）配信期間：３か月

合計金額

単価

・スマホ対応デザイン 50,000

Webサイト制作費

金額

・デザイン費

・商品ページ制作

¥70,000

¥100,000

¥100,000

70,000

100,000

100,000

摘要 数量

TEL： XXX-XXXX

FAX： XXX-XXXX

担当：

納期： 別途ご相談

支払条件： 月末締め翌月末払い

有効期限： 御見積後1ヶ月

¥638,000

沖縄県●●市●●X-XX-X

ご担当：

○○株式会社

〒XXX-XXXX

件名： ECｻｲﾄ制作費

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

御　見　積　書

株式会社●✖ 見積No.

見積日

例

Webサイト制作費一式 や 広告費一式等

実施する内容が不明確な見積はNGとします。

採用する見積（金額が低い方）を

提出している会社の社名を「交付

申請額内訳書」の備考欄へ



様

No.

1

1

1

・写真撮影、加工 1

1

2 3

3

6

3 5

備考

消費税 ¥63,700

合計 ¥700,700

小計 ¥637,000

コンサルティング費用（１回１時間） 12,000 ¥60,000

広告掲載費用（Facebook）配信期間：３か月 30,000 ¥90,000

広告運用代行費 7,000 ¥42,000

広告掲載費用（Instagram）配信期間：３か月 30,000 ¥90,000

120,000 ¥120,000

・スマホ対応デザイン 50,000 ¥50,000

・デザイン費 95,000 ¥95,000

・商品ページ制作 90,000 ¥90,000

摘要 数量 単価 金額

Webサイト制作費

合計金額 ¥638,000

支払条件： 月末締め翌月末払い FAX： XXX-XXXX

有効期限： 御見積後1ヶ月 担当：

下記のとおり、御見積もり申し上げます。 〒XXX-XXXX

沖縄県●●市●●X-XX-X

納期： 別途ご相談 TEL： XXX-XXXX

ご担当： 見積日

件名： ECｻｲﾄ制作費 ××株式会社

御　見　積　書

株式会社●✖ 見積No.

例

Webサイト制作費一式 や 広告費一式等

実施する内容が不明確な見積はNGとします。

※10万円以上の場合は

必ず２社以上の見積もりを提出


